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KKFGキャピタル㈱との債権債務の相殺に関するお知らせ 

 

 平成 22 年９月８日付のプレスリリース「ＫＫＦＧキャピタル㈱に対する破産手続開始の申立

てに関するお知らせ」においてお知らせのとおり、当社はＫＫＦＧキャピタル株式会社（以下

「ＫＫＦＧキャピタル」といいます。）に対し、大阪地方裁判所に破産法第 18 条第１項に基づ

く破産手続開始を申し立て、受理されております。 

 その後、平成 22 年 11 月 24 日付のプレスリリース「ＫＫＦＧキャピタル㈱に対する担保権の

実行に関するお知らせ」においてお知らせのとおり、ＫＫＦＧキャピタルが保有する株式会社

さくらフィナンシャルサービシズの普通株式について質権を実行し、当社のＫＫＦＧキャピタ

ルに対して有する債権 1,062,127 千円の一部である 110,183 千円の回収を行っております。 

 また、平成 23 年１月 24 日に開催されましたＫＫＦＧキャピタル債権者集会において、当社

がＫＫＦＧキャピタルに対して有する貸付債権とＫＫＦＧキャピタルより当社が預託を受けて

いる金銭債権を相殺することが確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．相殺する債権の概要 

(1）自働債権（当社がＫＫＦＧキャピタルに対して有する債権） 

金銭消費貸借契約に基づく貸付金 951,943 千円 

(2）受動債権（ＫＫＦＧキャピタルが当社に対して有する債権） 

金銭預託契約に基づく預託金 450,000 千円 

 

２．当社業績に及ぼす影響 

本相殺により当社のＫＫＦＧキャピタルに対する債権は 501,943 千円となります。当社の

ＫＫＦＧキャピタルに対して有する債権は、平成 22 年３月期において、貸倒引当金 502,000

千円をすでに引き当て済みであり、貸倒引当金以外の債権については回収ができることとな

ります。また、破産手続きにおける配当を考慮すると、当社の今期業績予想に与える影響は

軽微であると考えております。 

 

３．今後の見通し 

今後の経過につきましては、重要な影響があった場合には速やかに開示させていただきま

す。 

以 上 


